
令和３年４月より、諸般の事情を鑑み、一部の室料差額を下記の通り

改定させて頂くこととなりました。

今後も、より一層充実したサービスの向上に努めて参りますので、ご理解、

ご協力の程お願い致します。

【対象病室】

病棟 部屋番号
室料差額（税込）

旧料金 新料金

３階東病棟

307号 3,300円 4,400円

316号 3,300円 4,400円

317号 3,300円 4,400円

318号 3,300円 4,400円

320号 3,300円 4,400円

321号 3,300円 4,400円

個室料金改定のお知らせ

令和３年３月１日
足 助 病 院

※４月１日以降、新規に入室される患者様が対象となります

※表記以外の室料差額は変更ありません


